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１．集中改革プランの策定・公表

地方公共団体は、厳しい財政状況の中においてもしっかりとした公共サービスを提供
していくため、民間にできることは民間に委ね、真に行政が担うべき役割に重点的に対
応した簡素で効率的な行政を実現することが求められています。

このため各市町は、より一層積極的な行政改革の推進を図るため、平成17年3月に総
務省が示した「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」に基づき、
平成17年度から平成21年度までの５年間を計画期間として
① 事務・事業の再編・整理、廃止・統合
② 指定管理者制度の活用を含む民間委託等の推進
③ 定員管理の適正化
などを始めとした７項目を中心に、行政改革の具体的な取り組みをわかりやすく明示し
た計画を平成18年度末までに策定し、公表しています。

市町によって名称は異なりますが、この計画を「集中改革プラン」と呼びます。

この資料は、平成17年度から平成21年4月1日までの県内市町における集中改革プラン
の取組状況について、取りまとめたものです。



２．定員管理の取組状況

5年間で▲9.7％、887人の削減目標に対し、平成21年4月1日
現在までの4年間で、▲9.4％、858人の削減となっています。

県内市町の削減目標は「骨太の方針2006」で要請されている
純減目標(▲5.7％)や全国市区町村の平均目標(▲8.6％)よりも
高い目標が設定されていますが、スタートから４年間の進捗率
が96.7％となっており、平成22年4月1日の目標に向けて、順調
に取り組みが進められています。

平成18年4月1日 8,903人

平成19年4月1日 8,705人

平成20年4月1日 8,501人

平成21年4月1日 8,311人

目 標
平成22年4月1日

8,282人

スタート
平成17年4月1日

9,169人

削減数 ▲858人
削減率 ▲9.4％
《進捗率 96.7％》

削減数 ▲887人
削減率 ▲9.7％

H17.4.1～H22.4.1（5年間）の純減目標

「骨太の方針2006」における純減目標 ▲ 5.7％

集中改革プラン・全国市区町村平均目標 ▲ 8.6％

集中改革プラン・県内市町平均目標 ▲ 9.7％
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○各市町における定員管理の数値目標と進捗状況
（単位：人、％）
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【参考資料】県内市町及び一部事務組合等における部門別の職員数

県内市町及び一部事務組合等の職員総数の推移
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総務・企画
1,523人

民生
1,186人

税務
461人

衛生
673人

労働 9人

農林水産
555人

商工 168人

土木
638人

教育
1,138人

消防
1,076人

病院
667人

水道
376人

交通 44人

下水道
228人

総職員数
9,405人 一般行政

5,297人特別行政
2,214人

公営企業等会計
1,894人

その他
579人

議会84人

特別行政部門 2,214人 （対前年比 ▲45人）

国が法令等による配置基準を幅広く定め、直接住民サービスに影響があることから、各団体の判断による配置の見直しが困難な部門

ですが、その中でも適正配置の工夫がなされ、平成9年度から減少しています。

一般行政部門 5,297人 （対前年比 ▲122人）

国の法令等による制限が少なく、各団体が主体的に職員配置できる余地が比較的大きい部門です。平成16年度から減少しています。

公営企業等会計部門 1,894人 （対前年比 ▲33人）

唐津市における老人ホーム事業の民間譲渡、武雄市で病院事業の民間譲渡に向けた整理が進み、対前年比で減少しました。

平成21年4月1日現在の総職員数 9,405人（市：6,473人、町：1,838人、一部事務組合等：1,094人）

対前年減少数 ▲200人（平成8年からの減少数 ▲1,573人）

≪部門別職員数≫≪団体区分別職員数≫

市
6,473人
(68.83%)

町
1,838人
(19.54%)

一部事務組合等
1,094人
(11.63%)

総職員数
9,405人



３．給与適正化の取組状況

厳しい経済状況のなか、民間における給与水準を考慮し、住民の理解が得られる給与制度となる
よう、さらなる適正化と情報の公表を進めています。

給与構造の見直し ⇒ 平成18年4月1日に全市町実施

①年功重視から職務重視への給料表構造の転換、②勤務実績のより的確な反映、③地域民間給与の反映の観

点から、給料表の構造自体を見直すものです。これにより給与水準が低下しました。

なお、多くの団体でいわゆる「わたり」の解消も図られました。

退職時特別昇給制度 ⇒ 平成19年9月末までに全市町廃止

「勤続20年以上で勤務成績が良好である」など一定の要件に該当する職員について、定年や勧奨などで退職

する日に基本給を引き上げる制度。

枠外昇給制度 ⇒ 平成19年12月末までに全市町廃止

給料表に定める各級の最高号級を超えて昇給させる制度です。昇格の有無に関わらず一定の昇給が確保され

ていました。

55歳昇給抑制措置 ⇒ 平成18年4月1日から全市町導入

55歳以上の職員の昇給については、昇給幅を通常の職員の２分の１程度に抑制する措置です。

技能労務職員の給与水準見直し等に係る取組方針 ⇒ 平成20年11月末までに関係全市町策定済み

地域で同じような職種に従事する民間労働者の給与水準との均衡を図ることを柱に、給料表の見直しや職員

削減などについての取組方針をまとめたものです。

給与制度の適正化・給与構造の見直し



諸手当の支給のあり方について総合的に点検し、給料と重複している内容の手当や支給方法

が不適切と思われる手当について、平成17年度から廃止や範囲の見直しなどの適正化を実施し

ています。このうち、平成21年4月1日で廃止・見直しを行った手当は下記のとおりです。

特殊勤務手当の見直し

団体名 手当の名称 支給対象者 是正の内容

研究手当 医師 廃止

特老診療手当 医師 廃止

見直し

見直し

見直し

見直し

派遣診療手当 医師 新設 特老診療手当の内容を見直して新設

緊急診療等手当 医師等 新設
支給すべきであったものが制度化されていなかったため新設

新設

用地交渉業務手当 従事した職員 廃止

保健指導業務手当 従事した職員 廃止

見直し

見直し

見直し

見直し

派遣診療手当が新設されたため廃止

放射線取扱手当 看護師等 手当額の日額化 （11,000円/月 ⇒ 550円/日）

税務手当 税務課職員 支給対象を限定（徴収従事者のみ）、 手当額の日額化 （2,000円・5,000円/月 ⇒ 250円/日）

社会福祉業務手当 生活保護係職員 手当額の変更 （5,000円/月 ⇒ 3,000円/月）

野犬等の捕獲、処理手当 従事した職員 手当額の変更 （1,000円/月 ⇒ 500円/月）

検査業務手当 看護師等 手当額の日額化 （7,000円/月 ⇒ 350円/日）

特殊現場作業手当 看護師等 手当額の日額化 （3,000円/月 ⇒ 150円/日）

佐賀市

行旅死亡人取扱手当 従事した職員 対象業務を限定（病人を除く）、 手当額の変更 （3,000円/月 ⇒ 2,000円/月）

小城市

夜間看護手当 看護師等

薬業手当 看護師等 手当額の日額化 （7,000円/月 ⇒ 350円/日）

市町別のさらに詳しい情報はこちら ⇒ http://www.pref.saga.lg.jp/web/kyuuyo-teisuu.html
（佐賀県ホームページ ＞ サイトメニュー「県政の運営」＞ 県内市町の行財政状況 ＞ 佐賀県内市・町における職員給与・定員管理の状況）

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kyuuyo-teisuu.html


４．福利厚生事業における点検・見直しの取組状況

職員の福利厚生事業は、地方公務員法第42条に基づき、雇用主である地方公共団体が実施すること
とされています。
平成18年8月に総務省が示した「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」では、

福利厚生事業の点検・見直しを行い、適正に事業を実施することなどが示されています。
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互助会への公費支出（補助）額の推移

≪個人給付事業に対する公費支出の見直し≫
・慶弔給付事業（H17 佐賀市）
・宿泊補助事業（H19 鳥栖市）
・レクリエーション活動事業

（H19 白石町、H20 伊万里市、H20 吉野ヶ里町、H21 武雄市）
・各種祝金、弔慰金、退職記念品、災害見舞金、入院・傷病見舞金

（H17 鹿島市、H20 みやき町、H20 玄海町）
・退会記念品事業 （H17 嬉野市）
・人間ドック受診補助事業 （H20 江北町）
・個人給付事業全般（合併後から 唐津市、小城市）
・人間ドック受診補助事業にのみ限定 （H18 有田町）

≪互助会への補助の見直し≫
・互助会に対し包括的に公費補助を行っていたが、補助対象事業を限定した上で、
実績に応じて助成する方式に変更し、補助金を減額 （H18 多久市）
・互助会への補助金額を、会費相当額から会費半額相当に変更 （H19 基山町）

点検・見直しの主な事例 （H17年度～H21.4.1）

tp://www.pref.saga.lg.jp/web/_10618.html
（佐賀県ホームページ ＞ サイトメニュー「県政の運営」＞ 県内市町の行財政状況 ＞ 市町等における福利厚生事業の状況）

http://www.pref.saga.lg.jp/web/_10618.html


５－１．民間委託等の取組状況（事務事業関係）

これまで行政が直接提供してきた公共サービスについて、外部への委託等を行うことにより民間

の知恵と活力を取り入れ、さらなるサービス向上と事務の効率化を図っています。
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５－２．民間委託等の取組状況（公の施設関係）
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○ 公の施設の管理運営状況（全体）

指定管理者 管理委託 業務委託 全部直営 民間譲渡・廃止

平成16年度末時点
の管理運営状況

平成21年4月1日時点
の管理運営状況

＊平成18年9月1日で管理委託制度は廃止されています。
民間譲渡・廃止
40施設

1,468施設
(75.2%)

253施設
(13.0%)

134施設
(6.9%)

351施設
(18.0%)

4施設
(0.2%)

94施設
(4.8%)

1,589施設
(81.9%)

公の施設数
1,940施設

民間譲渡・廃止
の40施設を除く

公の施設数
1,953施設

レクリエーション・
スポーツ施設
107施設 （30.5%）

産業振興施設
44施設
（12.5%）

基盤施設
80施設
（22.8%）

文教施設
43施設
（12.3%）

医療・社会福祉施設
77施設（21.9%）

左の円グラフは、平成21年4月1日時点で指定管理者制度を導入している351施設を、その内容に
よって５つに分類したものです。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の

能力やノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上を図ることを目的としています。

◆レクリエーション・スポーツ施設
競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、キャンプ場、宿泊休養施設 など

◆産業振興施設
物産販売所、情報提供施設、展示販売施設 など

◆基盤施設
駐車場、大規模公園、水道施設、公営住宅 など

◆文教施設
市民会館、文化会館、公民館、図書館、博物館、研修センター など

◆医療・社会福祉施設
老人福祉センター、児童館、保育所 など



６．事務事業の再編・整理、廃止・統合

各団体が自らの財政状況を踏まえ、現在実施している事務事業の必要性を見直し、再編・整理、
廃止・統合を行っています。また、様々な手法で歳入の確保にも力を入れています。

佐賀市
自治組織を自治会制度に統一

経費節減効果全体で ▲62,610千円

唐津市 軽自動車税のコンビニ収納を開始 （H19年度から）

鳥栖市
目標管理制度の導入（H20年度から）

「部課長の仕事宣言！」を行い、目標及び課題の共有化を図る

多久市
庁用車の集中管理を強化

プラン取組期間中、累計で3台分の購入費にあたる ▲3,000千円の
歳出削減

伊万里市
農業集落排水事業の健全化

H16決算▲11,382千円 ⇒ H20単年度収支5,049千円に改善

武雄市
合併による空き庁舎の活用

子育て及び障害者支援施設を設置、各種団体への貸し出しを実施

鹿島市
公共的団体の補助金を見直し

市が実施しているイベントも内容を精査して、事業費を削減

小城市
インターネット公売を活用した差押物件の売却による滞納整理、市
税収納額向上

嬉野市
競争性の高い入札・契約方法を導入

H20年度に 単年度で▲130,747千円の歳出削減

神埼市
行政評価システムの導入

予算査定、事務事業の見直し、総合計画の進行管理に活用

【 各市町の主な取り組み （H17年度～H21.4.1） 】

吉野ヶ里町
電話回線の集約化、各課直通ダイヤル導入で事務の効率化

光ＩＰ電話を導入し、通話料の大幅な削減

基山町
限られた人員で効率的な事務執行体制を実現するため、組織・機
構を改編 (H20年度実施 15課→10課）

上峰町 例規集を減冊、追録作成は委託内容を見直して職員で実施

みやき町
歳入確保のため、町有施設、ゴミ袋及び広報誌等への有料広告
掲載の要綱を作成

玄海町 文書管理システム・電子決裁システムを導入、事務処理の効率化

有田町
枠配分予算編成の導入

各課が責任を持って事業精査し、割り当てられた枠内で予算編成

大町町 各種広報誌を統合、発行経費の削減

江北町
簡素で効率的かつ行政事務の多様化、高度化に対応した柔軟な
組織の構築 （H20年度までに 12課→9課）

白石町

H18年度に投票区を再編

H19年度執行の知事・県議選で、H17年度執行の町長・町議選と

比較して選挙執行経費▲2,706千円の歳出削減

太良町
会議録の印刷・製本業務の委託を廃止

H18年度に単年度で▲1,775千円の歳出削減



７．公営企業における取組状況

事務の民間委託や組織の合理化、使用料改定などの経営見直しが進められています。

○ 地方公営企業における経営見直しの主な取り組み （H17年度～H21.4.1）

事業名 団体名 実施年度 実施内容

佐賀市 17年度～21年度

17年度末から平成21年4月1日までに職員数 49人減 （純減率 ▲40.2%）

唐津市 20年度 久里浄水場で集中管理を開始し、和多田浄水場を無人化

有田町 20年度 水道事業所と下水道課を統廃合

多久市 20年度 給食業務の民間委託

嬉野市 20年度 使用料の改定

唐津市 21年度 個別浄化槽整備事業にＰＦＩを導入（平成21年4月から）
下水道事業

水道事業

病院事業
小城市 20年度 給食業務の民間委託を決定 （21年度から実施）

上峰町 20年度 使用料の改定

73人82人89人108人122人

H21.4.1H20.4.1H19.4.1H18.4.1H17年度末

▼ この他にも、次のような取り組みが進められています

地方公営企業法の全部適用に移行平成22年度太良町 （病院事業）

市民病院を民間譲渡平成22年2月武雄市 （病院事業）

≪参考≫地方公共団体における行政改革推進のための新たな指針 （平成17年3月29日総務省）（抄）

特に次の事項に留意し、経営の総点検を行い、更なる経営健全化に積極的に取り組むこと。

①まず、現在地方公営企業が供給しているサービス自体の必要性について検討すること。次に、サービス自体が必要な場合であっても、地方公営企業として

実施する必要性について十分検討し、特に公共性の確保等の意義が薄れている場合には、民間への事業譲渡等について検討すること。

②地方公営企業として事業を継続する場合であっても、公の施設の指定管理者制度、ＰＦＩ事業、民間委託等の民間的経営手法の導入を促進すること。
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